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（
環
境
委
員
会
）

独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
法
案(

閣
法
第
四
九
号)

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
特
殊
法
人
等
改
革
基
本
法
に
基
づ
く
特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
を
実
施
す
る
た
め
、
公
害
健
康
被
害
補

償
予
防
協
会
及
び
環
境
事
業
団
を
解
散
し
て
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
を
設
立
す
る
こ
と
と
し

そ
の
名
称

目
的

、

、

、

業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
本
独
立
行
政
法
人
は
、
名
称
を
「
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
」
と
す
る
こ
と
と
し
、
公
害
に
係
る
健
康
被
害
の

補
償
及
び
予
防
、
民
間
団
体
が
行
う
環
境
の
保
全
に
関
す
る
活
動
の
支
援
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
理
の
円
滑

な
実
施
の
支
援
、
最
終
処
分
場
の
維
持
管
理
積
立
金
の
管
理
等
の
業
務
を
行
う
こ
と
と
し
、
こ
れ
ら
の
業
務
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
良
好
な
環
境
の
創
出
そ
の
他
の
環
境
の
保
全
を
図
り
、
も
っ
て
現
在
及
び
将
来
の
国
民
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
の

確
保
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
人
類
の
福
祉
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
、
本
独
立
行
政
法
人
の
資
本
金
、
役
員
及
び
職
員
、
公
害
健
康
被
害
予
防
基
金
、
地
球
環
境
基
金
等
の
設
置
及
び
運
用
、
本

独
立
行
政
法
人
に
係
る
主
務
大
臣
等
、
法
人
の
財
務
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
。

三
、
公
害
健
康
被
害
補
償
予
防
協
会
及
び
環
境
事
業
団
の
解
散
、
本
独
立
行
政
法
人
の
設
立
に
当
た
っ
て
の
経
過
措
置
、
本
独
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立
行
政
法
人
が
行
う
業
務
の
特
例
等
に
つ
き
所
要
の
規
定
を
置
く
。

四
、
本
独
立
行
政
法
人
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
に
設
立
す
る
。


